
鳥取県告示第 878 号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定に基づき、介護機関を指定したので、同法第55条

の２の規定により次のとおり告示する。 

 

平成 19 年 10 月 19 日 

鳥取県知事 平  井  伸  治 

 

１ 居宅介護事業者 

名称 
主たる事務所

の所在地 

居宅介護事業所

の名称 

居宅介護事業所

の所在地 

居宅介護事業の

種類 
指定年月日 

医療法人仁厚

会 

倉吉市山根43 認知症高齢者グ

ループホームし

かの 

鳥取市鹿野町今

市80 

認知症対応型共

同生活介護 

平成 19 年９

月１日 

株式会社鳥取

介護サービス 

鳥取市国安959

－３ 

株式会社鳥取介

護サービス 

鳥取市国安959－

３ 

訪問介護 平成 19 年 10

月１日 

社会福祉法人

日翔会 

日野郡日野町

根雨730 

デイサービスか

じか荘 

日野郡日野町根

雨899－１ 

通所介護 
〃 

 

２ 介護予防事業者 

名称 
主たる事務所

の所在地 

介護予防事業所

の名称 

介護予防事業所

の所在地 

介護予防事業の

種類 
指定年月日 

株式会社ベル

セーヌ 

鳥取市千代水

四丁目１ 

株式会社ベルセ

ーヌ 

鳥取市千代水四

丁目１ 

介護予防訪問介

護 

平成 19 年９

月１日 

医療法人仁厚

会 

倉吉市山根43 認知症高齢者グ

ループホームし

かの 

鳥取市鹿野町今

市80 

介護予防認知症

対応型共同生活

介護 

〃 

株式会社鳥取

介護サービス 

鳥取市国安959

－３ 

株式会社鳥取介

護サービス 

鳥取市国安959－

３ 

介護予防訪問介

護 

平成 19 年 10

月１日 

社会福祉法人

日翔会 

日野郡日野町

根雨730 

デイサービスか

じか荘 

日野郡日野町根

雨899－１ 

介護予防通所介

護 
〃 

 

３ 居宅介護支援事業者 

名称 
主たる事務所の所

在地 

居宅介護支援事業所

の名称 

居宅介護支援事業所

の所在地 
指定年月日 

社会福祉法人敬

仁会 

倉吉市山根 55 居宅介護支援センタ

ー ル・サンテリオン

倉吉市山根 55－233 平成19年10月１日

 


